
スペシャリスト系工業 ものづくりマイスター事業の取組

　１１月よりマイスターと呼ばれる各分野の専門知識を有した、県に登録・認定された方

による指導を受ける講習会が始まりました。

２年次は、IHI相馬事業所より武田様を講師に迎え機械加工分野の旋盤作業を、

３年次は、多岐にわたる指導歴を持つ草野様により、電子機器組立分野で工作キットを活用した

取組みを実施することとなりました。

　どちらの講習も、ものづくりをする上で大切な安全教育に始まり、取組み方、また今後

巣立っていく中での関連性も交えた講習が１２月中旬までの５回にわたり実施されます。

外部講師による、より専門的な講習会であり、生徒にとっては更なる専門知識・技術向上が

図られることを期待します。


